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項目別調書 評 価 項 目 頁

期 間 評 価

見込評価
実績評価

（自己評価）

１－１－１ 統合による相乗効果を最大限に発揮するための研究の推進 2 A Ａ

１－１－２ 労働者の健康・安全に係る重点的な研究の推進 5 B Ｂ

１－１－３ 労災疾病等に係る研究開発の推進 8 B Ｂ

１－１－４ 化学物質等の有害性調査の実施 11 B Ｂ

１－２ 労働災害調査事業 13 A Ａ

１－３ 労災病院事業 15 B Ｂ

１－４ 産業保健総合支援センター事業 22 B B

１－５ 治療就労両立支援センター事業 28 S S

１－６ 専門センター事業 34 B Ｂ

１－７ 未払賃金立替払事業 36 B B

１－８ 納骨堂運営事業 38 B B

２－１ 業務運営の効率化に関する事項 40 B Ｂ

３－１ 財務内容の改善に関する事項 42 B Ｂ

４－１ その他業務運営に関する重要事項 44 B Ｂ
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業務実績 評価項目一覧評価項目
一覧

第３期中期目標期間



２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

評 価 － － Ａ Ａ Ａ

評価項目
１-１-１

統合による相乗効果を最大限に発揮するための研究の推進 ①
（重点５分野研究事業）

自己評価

Ａ

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標策定時より、より高い水準の相乗効果を発揮

【重要度「高」】

我が国の勤労者医療政策に資する研究とし
ては、重要な位置づけとなるため。
【難易度「高」】

安衛研が持つ労働災害防止に係る基礎・応
用研究機能と労災病院が持つ臨床研究機
能との一体化という、国内では初めてのチャ
レンジングな取組となるため。

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

2 第３期中期目標期間

機構内の複数施設の協働による研究の実施等、統合による相乗効果を最大限に発揮



ベリリウム取扱者の適切な健康管理の確立、有機粉じん取扱者の健康管理の検討

せき損等予防策及び社会復帰を含め生活支援策の提示

石綿繊維の迅速な計測法の確立による診断の迅速化

メンタルヘルス対策として広く現場で活用できるツールの開発

脳・心血管病の早期発見のための指針の検討

１． 重点研究５分野への取組(P6)

評価項目
１-１-１

統合による相乗効果を最大限に発揮するための研究の推進 ②
（重点５分野研究事業）

労働安全衛生研究所が持つ労働災害防止に係る基礎・応用研究と、労災病院が持つ臨床研究機能との
一体化による効果を最大限発揮できる研究（重点研究）を実施。

労働安全衛生総合研究所 労災病院

○ 安衛研と労災病院の相互理解を深めることを目的として、平成29年度から新たに開催。
平成30年度は、安衛研、労災病院とバイオがこれまで取り組んできた研究内容等について、産業保健総合支援センターを通じた
研究成果の普及啓発や産業保健に関する知見を広げることを目的として、安衛研、労災病院、バイオの職員に加え、産業保健総
合支援センター職員が新たに出席し意見交換を行うなど、さらなる相乗効果の発揮に向けた取組を行った。
（87名が参加し、重点研究、労災疾病等医学研究、プロジェクト研究等の発表・意見交換を実施）

調査・研究発表会

両法人間の統合検討ＷＧ（平成26年度13回、平成27年度36回）
による体制整備

平成28年４月 （独）労働者健康安全機構 発足

相互理解、意思疎通による研究の推進
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産業保健総合支援センターとも
連携し、産業医の育成にも貢献

日本バイオアッセイセンターが新たに
参画し、更なる相乗効果の発揮

第３期中期目標期間



評価項目
１-１-１

統合による相乗効果を最大限に発揮するための研究の推進 ③
（重点５分野研究事業）

２．重点５分野研究の進捗状況(P7)

4 第３期中期目標期間



評価項目
１-１-２

労働者の健康・安全に係る重点的な研究の実施 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた全ての事項を達成

【重要度「高」】

ニーズや労働安全衛生行政の課題を踏ま
えた研究課題・テーマを選定し、研究業務を
確実に実施すること、また、これらの研究業
務を通じて開発された機器等が作業現場へ
導入される等広く普及されることにより、労
働災害の減少（アウトカム）に結びつくことが
求められているため。
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２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

評 価 － － B B Ｂ

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

第３期中期目標期間



２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考）平均

実 績 － － 75人
（125.0%）

79人
（131.7%）

62人
（103.3%）

72人
（120.0%）

評価項目
１-１-２

労働者の健康・安全に係る重点的な研究の実施 ②

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】

③講演・口頭発表数（目標 中期目標期間中 1,000回）

④ 論文発表数（目標 中期目標期間中 1,000報）

⑦安衛研の一般公開（目標 中期目標期間中６回）

⑧ 研究員の派遣受入人数（目標 60人／年）

①基準の制改定への貢献（目標 中期目標期間中 30件）

②作業現場への導入実績（目標 中期目標期間中９件）

⑤ホームページアクセス（目標 中期目標期間中 675万回）

⑥ 講演会等（目標 中期目標期間中６回）

【設定根拠】※厚生労働省より示された各指標の設定根拠
① ：平成28年度は、第２期中期目標期間中、最も低かった件数を設定。

（法改正など大規模な法令改正の有無により基準の改定にばらつきがあるため）
平成29、30年度は、前年度実績を踏まえて件数を設定。

②～⑧：第３期中期目標策定の際の直近の実績（平成26年度）を踏まえて設定。

全指標について達成
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２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 中期目標期間中

実 績 － － 20件 15件 17件 52件
（173.3%）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 中期目標期間中

実 績 － － ４件 ３件 ５件 12件
（133.3%）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 中期目標期間中

実 績 － － 368回 348回 343回 1,059回
（105.9%）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 中期目標期間中

実 績 － － 355報 373報 364報 1,072報
（107.2%）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 中期目標期間中

実 績 － － 237万回 240万回 330万回
807万回
（119.6%）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 中期目標期間中

実 績 － － ２回 ２回 ２回 ６回
（100.0%）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 中期目標期間中

実 績 － － ２回 ２回 ２回 ６回
（100.0%）

第３期中期目標期間
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評価項目
１-１-２

労働者の健康・安全に係る重点的な研究の実施 ③

第３期中期目標期間



26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 中期目標期間中

実 績 － ９件 ５件 18件 13件 45件
（100.0%）

評価項目
１-１-３

労災疾病等に係る研究開発の推進 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた全ての事項を達成

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】 全指標について達成
①予防法・指導法の開発研究（目標 中期目標期間中 45件） ②ホームページアクセス（目標 中期目標期間中 675万回）

【設定根拠】※厚生労働省より示された各指標の設定根拠
①：予防法・指導法を45件開発するに当たり、研究実施計画に基づき各年度の指標を設定
②：第３期中期目標策定時の直近実績における、研究事業等成果へのアクセス総数に基づき、当該指標を設定

【重要度「高」】

アスベスト問題に係る総合対策において、ア
スベスト関連疾患に係る健康相談、診療・治
療、症例の収集及び他の医療機関に対する
支援を行うこと等が求められているため。
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 中期目標期間中

実 績 － － 237万回 240万回 330万回
807万回
（119.6%）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価 B B B B Ｂ

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

第３期中期目標期間



評価項目
１-１-３

労災疾病等に係る研究開発の推進 ②

１．労災疾病等の原因と診断・治療 ２．労働者の健康支援 ３．労災保険給付に係る決定等の迅速・適正化

■ 平成26～29年度 研究開発及び普及

①腰痛
②運動器外傷機能再建

③生活習慣病 ⑤作業関連疾患
④睡眠時無呼吸症候群 ⑥就労支援と性差
⑩メタボローム

⑦外傷性高次脳機能障害 ⑧じん肺
⑨アスベスト

● 職場高血圧に関する調査研究について、29の労災病院から
症例を収集し、月曜日の午前に勤労者はダブル・プロダクト
【W-P：収縮期血圧×脈拍数】
が上昇することを明らかにした。

主な成果

● 研究の成果をまとめ、じん肺の診断・治療法や、健康診断書を作成する
際の記載要領等を示した冊子を作成。

● 研究成果が各種報道で大きく
取り上げられた。

● 成果の普及として講習会等でテキストとして使用。 （計57回、約2,000人）
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● 全国９か所で産業保健総合支援センターと連携し産業医等を対象とし
たじん肺診断方法に関する講習会を行った。 （計243人が受講）

１．労災疾病等の原因と診断・治療 ２．労働者の健康支援 ３．労災保険給付に係る決定等の迅速・適正化

①運動器外傷機能再建
②職業関連癌

■ 平成30年度～ 研究開発及び普及

③生活習慣病 ④メンタルヘルス
⑤メタボローム ⑥医療従事者の安全
⑦勤労世代肝疾患 ⑧早期復職

⑨じん肺 ⑩アスベスト

③「生活習慣病」テーマ ⑧「じん肺」テーマ

主な成果

● 時宜に応じた研究に取り組む」ため、平成29年10月から「メタボローム」テーマを、平成30年７月から９テーマを新たに開始。
● 「労災疾病等医学研究普及サイト」に研究成果の公表やコンテンツの追加を行い、アクセス数は807万回と目標値（675万回）を大幅に上回った。

勤労者に対する過労死予防等の対策に貢献

第３期中期目標期間



評価項目
１-１-３

労災疾病等に係る研究開発の推進 ③

石綿確定診断等事業（厚生労働省委託）
“適正” かつ “斉一的” な労災認定に貢献

石綿(アスベスト)ばく露の特徴的所見である
胸膜プラークの有無等を臨床、放射線の専門
医が複数で画像診断。

中皮腫の確定診断は病理診断が重要。
複数の病理専門医が同時に同一の検
体を見て診断。

各専門分野の医師が
連携して的確な診断

■依頼件数
26年度 134件
→30年度 191件
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石綿関連疾患診断技術普及事業（厚生労働省委託）

その他の行政貢献

フィルムを用いた読影実習
（～H29）

デジタル画像を用いた読影実習
（H30年度全23会場で実施）

■受講者数
26年度 751人

→ 30年度 945人

25.8%増

依頼件数が増加したため、
月1回程度開催していた委員
会を平成30年度は15回/年
開催し、診断件数の増、処
理日数の短縮に努めた。

42.5%増

第３期中期目標期間



評価項目
１-１-４

化学物質等の有害性調査の実施 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた全ての事項を達成

【重要度「高」】

日本バイオアッセイ研究センターにおいて実
施している化学物質の有害性の調査試験
結果を国に報告することで、規制等適正な
対応が図られており、こうした取組が働く人
の健康の確保につながり、労働災害の減少
（アウトカム）に結びつくため。
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２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

評 価 － － B B B

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

第３期中期目標期間



評価項目
１-１-４

化学物質等の有害性調査の実施 ②

【中期目標に対する業務の実績】

国が指定した以下の物質について、長期吸入試験をGLP基準に従い実施。長期吸入試験の結果は厚生労働省を通じて
IARC（国際がん研究機関）に提供され、過去に実施したアクリル酸メチル他８物質の試験結果が、平成30年度に公表
されたIARC monographsに掲載。

○ 発がん性の詳細調査が必要となる化学物質を絞り込むためのスクリーニング試験として、「遺伝子改変動物を
用いた発がん性試験」を平成29年度から実施。

12 第３期中期目標期間

４週・マウス

４週・マウス

6 アリルアルコール
14日・マウス

  6ヶ月遺伝子
  改変マウス

14日・ラット
亜慢性

ラット
2年間　ラット

5 ブチルアルデヒド
14日・マウス

      6ヶ月遺伝子
      改変マウス

14日・ラット
亜慢性

ラット
     2年間　ラット

3 ２－ブロモプロパン

6ヶ月遺伝子
改変マウス

2年間　ラット

4
酸化チタン（ナノ粒子、ア
ナターゼ型）

6ヶ月遺伝子
改変マウス

2年間　ラット        

令和3年度

1 アクリル酸メチル

2 メタクリル酸ブチル 2年間　ラット

物質名 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（標本作成・結果報告）

（標本作成・結果報告）

（標本作成・結果報告）

（標本作成・結果報告）

（標本作成・結果報告）

（標本作成・結果報告）

（標本作成・結果報告）

（標本作成・結果報告）

（標本作成・結果報告）



評価項目
１－２

労働災害調査事業 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標の事項を達成の上、政省令等への活用にも貢献

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

評 価 － － A A Ａ

自己評価

Ａ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

13 第３期中期目標期間



第３期中期目標期間

評価項目
１－２

労働災害調査事業 ②

災害調査の結果が、法令改正等に活用され、将来的な職業性疾病発生の防止に大きく寄与

災害調査の実績
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建設現場での天井崩落災害
現地調査風景（参考）

災害調査報告書



評価項目
１－３

労災病院事業 ①

【中期目標の概要】

※平成26、27年度については
・「勤労者医療の中核的役割の推進」
・「地域の中核的医療機関としての役
割の推進」
にセグメントを分割して評価。

【自己評価の要約】 中期目標に定められた全ての事項を達成
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価
B B

B B Ｂ
A B

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

第３期中期目標期間



⑤患者満足度調査（目標 80.0％）

⑥治験症例数（目標 中期目標期間中 10,900件）

⑦メディカルソーシャルワーカーの業務実績件数（目標 中期目標期間中 延べ725,000件）

⑧地域連携パス（目標 中期目標期間中 延べ500件）

①患者紹介率（目標 地域医療支援病院の要件確保）

②逆紹介率（目標 地域医療支援病院の要件確保）

③ 症例検討会・講習会開催回数（目標 中期目標期間中 延べ3,700回）

④ 受託検査件数（目標 中期目標期間中 延べ175,000件）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 中期目標期間中

実 績 36,943件 35,502件 35,286件 35,564件 36,778件
180,073件
(102.9%)

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
72.3%

(90.4%)
84.2%

(105.2%)
83.3%

(104.1%)
84.2%

(105.3%)
84.5%

(105.6%)
81.7%

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 中期目標期間中

実 績 790回 699回 809回 990回 1,003回
4,291回
(116.0%)

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

参考：目標 40.0% 40.0% 40.0% 60.0% 63.0% －

実 績
58.0%

(145.0%)
58.4%

(146.0%)
60.6%

(151.5%)
63.6%

(106.0%)
64.9%

(103.0%)
61.1%

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

参考：目標 60.0% 65.0% 65.0% 72.0% 75.0% －

実 績
68.4%

(114.0%)
70.3%

(108.2%)
73.5%

(113.1%)
74.7%

(103.8%)
76.5%

(102.0%)
72.7%

評価項目
１－３

労災病院事業 ②

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】

【設定根拠】※厚生労働省より示された中期目標を達成すべく各指標については以下を根拠としている。
①、②： 地域医療支援病院の基準以上である紹介率、逆紹介率を指標として設定
③、④、⑦： 第２期中期目標期間中の平均値に努力目標を加味し設定
⑤、⑥： 第２期中期目標期間（４年間：21年度～24年度）の平均値を勘案し設定
⑧： 第２期中期目標期間（５年間）の平均値を勘案し設定

全指標について達成

16

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 中期目標期間中

実 績 3,785件 3,987件 4,072件 4,903件 5,501件
22,248件
(204.1%)

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 中期目標期間中

実 績 150,169件 149,707件 167,384件 202,588件 196,550件
866,398件
(119.5%)

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 中期目標期間中

実 績 150件 151件 154件 155件 158件
768件

(153.6%)

第３期中期目標期間



評価項目
１－３

労災病院事業 ③

17

研究成果を踏まえた勤労者医療の中核的機関としての役割の推進

第３期中期目標期間



評価項目
１－３

労災病院事業 ④

【平成28年９月】
労災病院の災害医
療担当医師等を本
部へ招聘し、熊本
地震発災害時の対
応等についてディ
スカッションを実施

【平成29年１月】
ディスカッションで
の議論等を踏まえ、
「労災病院災害対
策要領」を改正

18 第３期中期目標期間



評価項目
１－３

労災病院事業 ⑤

19

労災病院

産業保健総合支援センター

相談件数 合計 173件（31年3月末現在）

【内訳】心の相談ダイヤル153件
健康相談ダイヤル20件

○ 被災者のための心の相談ダイヤル・健康相談ダイヤル設置

○ 中国労災病院へ医薬品等の救援物資を搬送

○ DMAT
５病院から１１チーム（延べ34人）を派遣

○ 医療救護班
１病院から１チーム（延べ４人）を派遣

○ JMAT
２病院から５チーム（延べ15人）を派遣

○ 災害支援ナース
４病院から看護師（延べ19人）を派遣

○ 理学療法士（延べ２人）、作業療法士（延べ１人）、
言語聴覚士（延べ１人）、社会福祉士（延べ１人）を派遣

災
害
支
援

電話相談による
心と健康のケア

労災病院

○ DMAT
１病院から１チーム（延べ１人）を派遣

○ 災害支援ナース
１病院から看護師（延べ１人）を派遣

○ 釧路労災病院へ食料品等の救援物資を搬送

産業保健総合支援センター

相談件数 合計 59件（31年3月末現在）

【内訳】心の相談ダイヤル50件
健康相談ダイヤル9件

○ 被災者のための心の相談ダイヤル・健康相談ダイヤル設置

災
害
支
援

電話相談による
心と健康のケア

【機構本部】災害対策本部

第３期中期目標期間



評価項目
１－３

労災病院事業 ⑥

地域の中核的医療機関としての役割の推進 ①

20 第３期中期目標期間



評価項目
１－３

労災病院事業 ⑦

地域の中核的医療機関としての役割の推進 ②

21 第３期中期目標期間



評価項目
１－４

産業保健総合支援センター事業 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた事項を概ね達成

【重要度「高」】

産業保健三事業を一元化し、事業の実施主
体となって、国の補助事業として実施するこ
と等が求められているため。
【難易度「高」】

メンタルヘルス対策や治療と就労の両立支
援では関係者等の連携が必要であり、事業
ごとに機能の強化等の見直しが必要なため。

22

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価 B B B B Ｂ

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

第３期中期目標期間



①専門的研修（目標 7,340回／年）

②事業主セミナー等（目標 380回／年）

③小規模事業場等への訪問指導及び個別訪問支援
（目標 25,600件／年）

④産業保健総合支援センターにおける相談対応
（目標 47,000件／年）

⑤地域窓口における相談対応（目標 29.568件／年）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
8,245回
(112.3%)

9,383回
(127.8%)

8,768回
(119.5%)

9,024回
(122.9%)

9,697回
(132.1%)

9,023回
(122.9%)

評価項目
１－４

産業保健総合支援センター事業 ②

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】

【設定根拠】※厚生労働省より示された中期目標を達成すべく各指標につ
いては以下を根拠としている。
①：第２期中期目標期間（４年間：21年度～24年度）の平均値を勘案し設定
②③：１センター当たりの年間実施回数より事業全体の目標を設定
④⑦⑧：第３期中期目標策定時点での24年度実績を勘案し設定
⑤：１地域窓口当たりの年間実施回数より事業全体の目標を設定
⑥：第２期中期目標期間中の平均値に努力目標を加味し設定
⑨：第２期中期目標期間中に実施した年度の実績を勘案し設定

概ね達成

23

⑥ホームページアクセス件数（目標 2,132,000件／年）

⑦研修利用者からの有益であった旨の評価（目標 80.0％）

⑧相談利用者から有益であった旨の評価（目標 80.0％）

⑨事業が利用者に与えた効果の把握（目標 70.0％）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
505回

(132.9%)
768回

(202.1%)
842回

(221.6%)
1,225回
(322.4%)

1,044回
(274.7%)

877回
(230.8%)

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
19,127件
(74.7%)

26,749件
(104.5%)

29,646件
(115.8%)

34,750件
(135.7%)

43,018件
(168.0%)

30,658件
(119.8%)

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
17,147件
(36.5%)

36,907件
(78.5%)

40,881件
(87.0%)

42,640件
(90.7%)

47,894件
(101.9%)

37,094件
（78.9%）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
45,703件
(154.6%)

56,283件
(190.4%)

64,615件
(218.5%)

73,549件
(248.7%)

81,998件
(277.3%)

64,430件
(217.9%)

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
1,997,022件

(93.7%)
2,206,563件

(103.5%)
2,237,556件

(105.0%)
1,628,337件

(76.4%)
2,495,627件

(117.1%)
2,113,021件

(99.1%)

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
93.3%

(116.6%)
92.3%

(115.4%)
93.0%

(116.3%)
93.9%

(117.4%)
93.9%

(117.4%)
93.3%

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
93.8%

(117.3%)
93.7%

(117.1%)
94.3%

(117.9%)
94.7%

(118.4%)
94.9%

(118.6%)
94.3%

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
91.3%

(130.4%)
87.6%

(125.1%)
84.5%

(120.7%)
84.3%

(120.4%)
83.5%

(119.3%)
86.2%

第３期中期目標期間



評価項目
１－４

産業保健総合支援センター事業 ③

①地域の産業医等の産業保健関係者への研修

②自主的産業保健活動促進のための事業主セミナー等

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H26 H27 H28 H29 H30

実績値 計画数値

専門的研修の推移

単位：回

0

500

1,000

1,500

H26 H27 H28 H29 H30

実績値 計画数値

事業主セミナー等の推移
単位：回

【テーマ】
・「腰痛・転倒災害」私は大丈夫だと思っていませんか？」
・「ストレスチェック実施と結果に基づく職場改善について」
・過重労働による心身への影響
～脳心疾患・メンタルヘルス不調の予防に向けて～
・改正労働安全衛生法とガイドラインの概要等について
・「治療と職業生活の両立支援への企業としての
取り組み方」 など

【テーマ】
・「化学物質の適正管理とリスクアセスメント」
・「過労死は防げるか」
・「自動車運転と健康管理」
・「受動喫煙の防止について」 など

産業医資質向上研修（産業医実地研修後）

24 第３期中期目標期間



評価項目
１－４

産業保健総合支援センター事業 ④

①医師等による小規模事業場等への訪問指導及び個別訪問支援

②産業保健総合支援センターにおける専門的相談

15,000

25,000

35,000

45,000

H26 H27 H28 H29 H30

実績値

計画数値

0

30,000

60,000

90,000

H26 H27 H28 H29 H30

実績値

計画数値

地域窓口における相談対応の推移単位：件

産業保健総合支援センター
における相談対応の推移

単位：件

0

20,000

40,000

60,000

H26 H27 H28 H29 H30

実績値

計画数値

小規模事業場への訪問指導
及び個別訪問支援単位：件

【利便性向上に向けて】「産業保健総合支援センター全国統一ダイヤル」の開設

0570－038046（サンポヲシロウ）

アクセス向上のため、全国共通の電話番号で、最寄りの産業保健総合支援センターに
着信することができる全国統一ダイヤルを開設。

【小規模事業場の事業者及び労働者に対する相談を実施するための支援体制の強化】

25

●平成30年度から産業保健専門職（保健師）を各産業保健総合支援センターに
採用。

両立支援、中小企業における労働者の健康確保対策強化（事業場への個別訪
問指導、保健指導、職場巡視）など専門的相談に積極的に対応できるように体制
を整備した。
【産業保健関係助成金の拡充（支援の充実）】
●メンタルヘルス対策や小規模事業場における産業医の選任など、事業者の産業保
健活動の取組に対して費用の助成を実施。
①心の健康づくり計画助成金（Ｈ29～） ②職場環境改善計画助成金（Ｈ29～）
③ストレスチェック助成金（Ｈ27～） ④小規模事業場産業医活動助成金（Ｈ29～）

第３期中期目標期間



評価項目
１－４

産業保健総合支援センター事業 ⑤

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

H26 H27 H28 H29 H30

実績値

計画数値

①ホームページアクセス件数 ホームページアクセス件数単位：件

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

10,631回 9,236回 10,697回 13,352回 13,609回

ホームページ更新回数

●ニーズに即したパンフレット、リーフレットの公開

ストレスチェック制度が開始（平成27年）
されたが、ストレスチェック実施後に行う

「産業医による面接指導方法」が浸透し
ていないため、産業医向け視聴覚教材
を公開。

26 第３期中期目標期間



評価項目
１－４

産業保健総合支援センター事業 ⑥

①研修受講者からの評価

②相談利用者からの評価

産業保健活動総合支援事業の充実を図ることを目的に利用者のニーズ、実施する事業が与えた効果・評価を
行うためアウトカム調査、満足度調査を実施。

60%

70%

80%

90%

100%

H26 H27 H28 H29 H30

実績値

計画数値

60%

70%

80%

90%

100%

H26 H27 H28 H29 H30

実績値

計画数値

研修利用者から
有益であった旨の評価

相談利用者から
有益であった旨の評価

27

②その他の情報提供

第３期中期目標期間



評価項目
１－５

治療就労両立支援センター事業 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】
中期目標を大きく上回る業務実績に加え、
目標策定時の想定以上の業務成果を得られている

【重要度「高」】

がん対策推進基本計画に基づき、厚生労働
省の検討会において、労災病院に対してが
ん患者の就労支援等に取り組むことが求め
られているため。

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価 B B S S Ｓ

自己評価

Ｓ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

28 第３期中期目標期間



加藤働き方改革担当大臣（当時）が事業実施状況を視察

事業の政策実現への貢献(P145)

評価項目
１－５

治療就労両立支援センター事業 ②

①罹患者の有用度（目標 80.0％）

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績 －
94.7%

(118.4%)
97.8%

(122.3%)
97.6%

(122.0%)
96.0%

(120.0%)
96.5%

(120.6%)

中期目標を大きく上回る実績

②支援事例件数（目標 平成29年度：500件／年 平成30年度：600件／年）

【設定根拠】

※厚生労働省より示された中期目標における各指標
については以下を根拠としている
①：アンケート満足度の一般的水準として指標を設定
②：直近に実施した年度の実績を勘案し設定

29

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績 － － －
680件

(136.0%)
815件

(135.8%)
748件

第３期中期目標期間



30年３月（厚生労働省）
平成30年度診療報酬改定で
保険収載（がん）

29年7月 病院機能評価機構
の評価項目に追加

28～29
年度

厚労省委託研究
治療と職業生活の両立支援事業
（脳卒中リハ・ストレス性疾患）

26-27
年度

24-25
年度

22-23
年度

労災疾病等１３分野研究
第1期（16-20年度）
第2期（21-25年度）

16-21
年度

独
立
行
政
法
人
化

【研究で得られた知見・考察】
• 主治医･看護師･メディカルソーシャル

ワーカーなどの知識を持ったコーディ
ネーター、又はそれに類するチームが
医療側に必要

• 病気に関する正しい理解の普及のため
に医療現場と企業との橋渡しとなる人
材の確保と育成が課題

30
年度

働き方改革実現会議の生稲委員が両立支援モデルを視察（29年２月）

治療就労両立支援センター事業 ③評価項目
１－５

30

平成26年10月～
両立支援モデル事業

（がん・脳卒中・糖尿病・メンタル）
・研修会の実施
・支援事例の収集
・マニュアルの作成・普及

さ
ら
な
る
支
援
事
例
収
集
に
よ
り

社
会
の
基
盤
を
構
築
し
て
い
く

事業化へ

第３期中期目標期間

29年３月（総理大臣官邸）
働き方改革実行計画に盛り込まれる

28年12月 医学教育モデル・
コア・カリキュラムに追加

28年２月（厚生労働省）
治療と職業生活のためのガイドライン



平成29年からは受講
対象者を労災病院に
限定せず一般の医療
機関や産業保健関係
者へもオープン化

評価項目
１－５

治療就労両立支援センター事業 ④

両立支援コーディネーターの養成 （平成27年から実施）
治療と仕事の両立に向けて、労働者（患者）、主治医、会社・産業医等のコミュニケー
ションの中心として機能する「両立支援コーディネーター研修」を企画・展開

コミュニケーション技術や労働法令など両立支援を進める
上で必要な知識に関するカリキュラムを作成し研修開催

平成27年度：44人受講（労災病院の職員）
平成28年度：47人受講（労災病院の職員）
平成29年度：医療従事者等を対象に525人受講
平成30年度：さらなる拡充により1,700人受講

平成28年からは、基礎研修修了者で医療機関にて
両立支援の実務に従事している方々を対象に、事
例検討を中心としたグループワーク型研修を開催
平成28年：36人（労災病院の職員）
平成29年：50人（一般の医療従事者等）
平成30年：99人（一般の医療従事者等）

全国各地の関係者
が受講修了

【両立支援コーディネーターの養成に関
する委員会】（Ｈ29.6～Ｈ29.11）

両立支援コーディネーターに求められ
る役割・能力の明確化などについて検
討する委員会を設置。とりまとめ結果を
厚生労働省へ提言した。
その内容は国の方針として反映され、
今後の養成カリキュラムとされた。

31 第３期中期目標期間



評価項目
１－５

治療就労両立支援センター事業 ⑤

支援事例の収集

支援終了者に対し有用度のアンケートを実施 (目標値80％以上)

平成27年度 94.7 ％

平成28年度 97.8 ％

平成29年度 97.6 ％

平成30年度 96.0 ％

コーディネーターを中心とした支援チームにより、職場復帰や両立支援の事例収集を実施（平成26年10月～）
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支援事例の収集件数（４疾病の合計）

「話しの内容、時間など良かった。職場の
理解もあり、復職後問題なく勤めている」
「毎回の診察時に主治医以外のスタッフと
話せることは心強かった」 など
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支援事例収集数 2,546件 （平成26年10月～平成31年３月）

【がん分野】
介入症例 620件 うち 233症例で支援終了（ 188症例で復職）

【糖尿病分野】
介入症例 559件 うち 144症例で支援終了（ 91症例で復職）

【脳卒中（リハ）分野】
介入症例 1,083件 うち 411症例で支援終了（ 371症例で復職）

【メンタルヘルス分野】
介入症例 284件 うち 117症例で支援終了（ 106症例で復職）

第３期中期目標期間



評価項目
１－５

治療就労両立支援センター事業 ⑥

医療機関向けマニュアルの作成及び普及

↑ホームページから無料でダウンロードが可能

現行の「両立支援
マニュアル」は今後
内容をリバイスして

いく予定

33

共通部分は集約す
る等、より活用しや
すいものに工夫し、
さらなる普及を図る

第３期中期目標期間



評価項目
１－６

専門センター事業 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた全ての事項を達成

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】 全指標について達成

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
95.4%

(119.3%)
92.9%

(116.1%)
89.3%

(111.6%)
89.2%

(111.5%)
86.7%

(108.4%)
90.7%

【設定根拠】
※厚生労働省より示された中期目標におけ
る各指標については以下を根拠としている。
①及び②
提供する医療の質に加え、対象患者の傷
病の重症度にも影響を受けることから、数値
目標の達成を最優先するあまり入院患者を
意図的に選別する事態に陥ることのないよう、
国民の視点から妥当と判断される水準等を
考慮し、入院患者の重症度に係らず確実に
達成すべき数値目標として設定

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
80.2%

(100.3%)
80.4%

(100.5%)
80.9%

(101.1%)
86.4%

(108.0%)
81.2%

(101.5%)
81.8%

② （総合せき損センター）医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合（目標 80.0％）

34

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価 B B B B Ｂ

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

① （医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合（目標 80.0％）

第３期中期目標期間



評価項目
１－６

専門センター事業 ②

【中期目標に対する業務の実績】

連携項目 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

協議会・評価会議 13 13 13 13 13

ＯＡ講習 9 10 8 7 5

医療リハセンター展示ブース
（あご操作マウス体験中）

総合せき損センター展示ブース
（スイッチスマホコール２解説中）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

50 32 44 77 50

35

あご操作マウス
（28年度改良版を商品化）

スイッチスマホコール2
（29年度商品化）

第３期中期目標期間



評価項目
１－７

未払賃金立替払事業 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた全ての事項を達成

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】 全指標について達成

【設定根拠】※厚生労働省より示された中期目標における
各指標については以下を根拠としている。
労災保険における主たる給付の標準的な事務処理期間が

１か月であることと、リーマンショックを始めとする世界
的経済不況の影響を受けた年度の実績等に鑑み、いかなる
経済状況になったとしても達成すべき目標として設定

【重要度「高」】
「未払賃金の立替払」は、国内唯一、当機構
で行うことが求められており、平成27年４月
の参院厚生労働委の附帯決議等において
も、「労働者とその家族の生活の安定を図る
ため、引き続き着実に実施すること」とされ
ているため。

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
16.2日
（135.2％）

15.8日
（136.8％）

16.6日
（133.6％）

19.5日
（122.0％）

16.3日
（134.8％）

16.9日
（132.4％）

請求書の受付から支払日までの期間 （目標 25.0日）

36

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価 A B B B Ｂ

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

第３期中期目標期間



評価項目
１－７

未払賃金立替払事業 ②

【中期目標に対する業務の実績】

37

16.2 日 15.8 日 16.6 日

19.5 日

16.3 日

10.0 日

15.0 日

20.0 日

25.0 日

H26 H27 H28 H29 H30

支払日数の年度別推移

第３期目標（25日以内）

25.4% 25.5%
25.7% 25.7% 25.7%

24.0%

25.0%

26.0%

27.0%

H26 H27 H28 H29 H30

累積回収率の年度別推移

第３期中期目標期間



評価項目
１－８

納骨堂運営事業 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた全ての事項を達成

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】 全指標について達成

【設定根拠】

※厚生労働省より示された中期目標における
各指標については以下を根拠としている。
第３期中期目標策定の際の直近実績
（平成24年度）を設定

（参考） 悪天候により規模を縮小して開
催した年度（平成26年度）を除いた過去５
年分の実績平均を勘案し設定

【重要度「高」】

労働者災害補償保険法の目的の一つであ
る被災労働者及びその遺族の援護を図るた
めの施設であり、労働者の安全等に対する
意識改革の促進を経営トップ自らが所属組
織の意識の高揚を図る上で重要であるため。

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績
94.5%

(105.0%)

95.0%
(105.6%)

95.5%
(106.1%)

94.2%
(104.7%)

96.2%
(106.9%)

95.1%
(105.7%)

慰霊の場としてふさわしい（非常に満足・満足の割合）との評価（目標 90.0％）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績 － －
55.7%

(111.4%)

51.6%
(103.2%)

51.7%
(103.4%)

52.6%
(105.2%)

（参考）慰霊の場としてふさわしい（非常に満足の割合）との評価（目標 50.0％）
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価 B B B B Ｂ

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

第３期中期目標期間



評価項目
１－８

納骨堂運営事業 ②

【中期目標に対する業務の実績】

産業殉職者合祀慰霊式 高尾みころも霊堂

四半期ごとに参拝者からのアンケート結果について検討会を開催し、継続的な業務改善を実施

１ 慰霊環境の改善に向けた取組

参列者等の声を受けた改善への取組

【これまでの改善内容】

◆近隣施設の協力を得て、障害者用駐車場を特設
◆仮設トイレを設置
◆霊堂までの傾斜の厳しい経路について電動カー

トによる送迎を実施
◆高尾駅から霊堂までバスによる送迎を実施
◆入場までの時間を短縮するため、式場の座席を

全席指定席方式に変更

満足度調査結果

慰霊式参列者及び日々の参拝者からの「慰霊の場としてふさわしい（総合的に満足）」とする評価の割合

94.5% 95.0% 95.5% 94.2%

96.2%

55.7% 51.6%
51.7%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H26 H27 H28 H29 H30

「非常に満足」、
「満足」
目標 90%以上

「非常に満足」
目標 50%以上

２ 事業周知への取組

・産業殉職者遺族、労働局及び労働基準監督署並びに労働災害防止協会に
納骨堂を紹介するパンフレットを送付。

パンフレット配布

・慰霊式の様子について速やかに機構ホームページに掲載。
・遺族に対して、慰霊式への出欠を問わず、故人の御霊の奉安を報
告し、慰霊式の様子を紹介。

ホームページへの掲載等

39 第３期中期目標期間



評価項目
２－１

業務運営の効率化に関する事項 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた事項を達成
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価 B B B B Ｂ

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】 全指標について達成

【設定根拠】※厚生労働省より示された指標の設定根拠
①：組織統合により、第３期中期目標期間中に１割程度（９人）
の削減を求められたため、３年間での達成に向けて年間の削
減目標を設定
②：平成27年度～30年度までに一般管理費12％の削減を求
められていることから、最終年度である30年度は平成26年度
と比して削減率12％として設定
③：平成27年度～30年度までに事業費４％の削減を求められ
ていることから、最終年度である30年度は平成26年度と比し
て削減率４％として設定

28年度 29年度 30年度 中期目標期間中

削減数 ２人 ４人 ３人 ９人（100.0%）

①管理部門の削減（目標９人）

26年度 30年度

予算額 4,998百万円 4,397百万円

削減率 12.0%の削減

②一般管理費削減率（目標12.0％）

26年度 30年度

予算額 1,608百万円 1,469百万円

削減率 8.6%の削減

③事業費削減率（目標4.0％）

第３期中期目標期間



評価項目
２－１

業務運営の効率化に関する事項 ②

【中期目標に対する業務の実績】

〈一般管理費〉

４,９９８百万円 ４,３９７百万円

１,６０８百万円 １,４６９百万円

〈事業費〉

１２.０％
の削減

８.６％
の削減

２６年度
（予算額）

３０年度
（予算額）

〈一般管理費〉

〈事業費〉

中期目標

２６年度予算と比べて
中期目標期間の
最終年度において

［一般管理費］

［事業費］

１２％節減

４％節減

＜一般管理費＞

○ 人件費の抑制 管理部門の削減

事務部門の職員数の減、組織統合による管理職部門の減

○ 賃借料の節減

本部移転（平成28年9月）による賃借料の節減

○ 「調達等合理化計画」の推進

一般競争入札の積極的な実施及び仕様の見直し等による

雑役務費、業務委託費の節減

○ 省資源・省エネルギーの推進

日常的な節電・節水の推進及び契約努力による光熱水費

の節減

【達成度１００．０％】

【達成度２１５．０％】

（目標値１２％）

（目標値４％）
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医療リハビリテーションセンターにおいて医師未充足に伴う入外患者数減により収入が減少したことから、医師確保に向けた大学医局等への積極的働きかけ、
収入の確保、後発医薬品の採用拡大や医療材料分析システムを活用した価格交渉等による支出削減に努めたものの、各年度における運営費交付金の割合は
平成２０年度の水準（０．６％）を維持するには至らなかった。
なお、３０年度においては、本部と病院が一体となって経営改善を進めるために、個別指導・支援（行動計画の作成、フォローアップ）を実施し、令和元年度も

継続する予定である。

専門医療センター事業の運営

＜事業費＞

○ 事業見直し、廃止等による節減

労災リハビリテーション作業所廃止（27年度完全廃止）

による減

○ 「調達等合理化計画」の推進

一般競争入札の積極的な実施及び仕様の見直し等による

業務委託費の節減

○ 省資源・省エネルギーの推進

日常的な節電・節水の推進による光熱水費の節減

第３期中期目標期間



評価項目
３－１

財務内容の改善に関する事項 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた事項を達成

42

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価 C C B B Ｂ

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

第３期中期目標期間



○ 繰越欠損金の解消に向け、平成28年４月に関東信越厚生局から将来分返上の認可を受けるとともに、新制度（確定給付企業年金と確定拠出年金の併用）に係る詳細

設計を進めることについて労使合意。

○ 平成28年９月の厚生年金基金代議員会において基金解散に関係する規約改正を議決し、平成29年１月に確定給付企業年金と確定拠出年金の各規約について労働組合

の同意を得た上で厚生局に設立申請するなどの手続を着実に進め、平成29年４月に厚生年金基金に代わる新制度設立の承認を受けた。

財務内容の改善に関する事項 ②

①医療材料ベンチマークシステムのフォローアップ（平成27年度～）

◆業務担当者等を対象に、外部講師によるシステムを活用した効果的な購買手法等につい

て、研修会を毎年開催。更なる契約単価の見直し等を推進。

②後発医薬品の採用拡大

平成26年度 平成27年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

採用率 61.7％ → 72.2％ → 79.8％ → 82.0％ → 84.3％

③年間計画収支差確保が危ぶまれる病院等への対応（平成28年度～）

◆関係部合同による個別病院幹部からのヒアリング及びそれを踏まえた経営指導に基づき、

計画達成に向けた行動計画の作成・取組等の各種対応策を実施。

④経営が悪化している病院への対応（平成30年度～）

◆ 特に経営状況が悪化している病院（経営改善病院）：地域のニーズ及び医療提供体制を踏

まえた「将来構想」を策定させ個別協議を実施し、病床機能の変更、病床数削減を決定。

◆ 経営改善病院以外の病院：重要な経営指標が特に悪化している病院に対し診療機能の見直

し等の検討を行い、経営改善病院として指定。

⑤病院協議（病院長、副院長等と本部にて協議）

◆地域医療計画、地域医療構想等における各病院が担うべき役割・機能等を踏まえて、中長

期的に目指すべき方向性について協議を行い、より効率的な医療を提供。

①経営改善策の検討・実施（経営改善推進会議）

◆経営状況が特に悪化傾向にある病院に対する個別指導・支援（行動計画

の作成・フォローアップ、病院長等へのヒアリング、収入増加・支出削

減対策の指導等）。

◆関係部室合同による個別病院への経営指導及びフォローアップ。 等

②共同購入・共同入札

◆国立病院機構・国立高度専門医療センターとの医薬品に係る共同入札の実施

◆国立病院機構及びJCHOと高額医療機器に係る共同入札の実施

平成26年度 平成27年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

削減効果 365百万円 →788百万円 →416百万円 →373百万円 →485百万円

◆労災病院グループにおけるリース調達物件の共同入札の実施

平成26年度 平成27年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

削減効果 202百万円 →173百万円 →331百万円 →159百万円 →174百万円

③医師確保対策

◆労災病院間の医師派遣等の医師確保支援制度の活用。

平成３０年度

利益剰余金 ＋４２０億円 ○繰越欠損金は、平成28年度において解消した。

評価項目
３－１

財務内容の改善に関する事項 ②

【中期目標に対する業務の実績】

機構本部のガバナンスの充実・強化

◇本部において経営改善推進会議を定期的（2回/月）
に開催しリアルタイムで業務運営の効率化を推進

◇同会議に外部有識者を経団連から招聘
（平成26年度～平成29年度）
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評価項目
４－１

その他業務運営に関する重要事項 ①

【中期目標の概要】

【自己評価の要約】 中期目標に定められた全ての事項を達成

44

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

評 価 C B B B Ｂ

自己評価

Ｂ

（過去の主務大臣評価 ※平成30年度は自己評価）

第３期中期目標期間



評価項目
４－１

その他業務運営に関する重要事項 ②

【主要なアウトプット（アウトカム）指標の達成状況】 全指標について達成

【設定根拠】※厚生労働省より示された中期目標における各指標については以下を根拠としている。
①第１期中期目標期間及び第２期中期目標期間における研修有益度調査結果を勘案し設定
②看護師国家試験合格率の全国平均を勘案し設定
③④正常債権回収計画に基づき指標を設定（平成29年度からは、指標を設定する債権の対象を拡大）

①研修の有益度（目標 80.0％）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

実 績 88.3%（110.4%） 88.0%（110.0%） 88.8%（111.0%） 89.0%（111.3%） 89.5%（111.9%） 88.7%

②労災看護専門学校生の国家試験合格率（目標:全国平均以上）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （参考）平均

参考：目標値
全国平均看護師
国家試験合格率

90.0％ 89.4％ 88.5％ 91.0％ 89.3％ －

実 績 99.4%（110.4%） 98.9%（110.6%） 98.0%（110.7%） 99.7%（109.6%） 98.9%（110.8%） 99.0%

③労働安全衛生融資貸付債権（正常債権）の回収額（百万円）（目標 弁済計画に基づいた年度回収目標額）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

参考：弁済計画に基づい
た年度回収目標額 104百万円 62百万円 29百万円 － －

実 績 179百万円(172.1%) 99百万円(159.7%) 102百万円(351.7%) － －

④労働安全衛生融資貸付債権（破産更生債権を除いた債権）の回収額（百万円）（目標 弁済計画に基づいた年度回収目標額）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

参考：弁済計画に基づいた
年度回収目標額 － － － 25百万円 12百万円

実 績 － － － 47百万円(188.0%) 16百万円(133.3%)
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評価項目
４－１

その他業務運営に関する重要事項 ③

１．人事に関する事項
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評価項目
４－１

その他業務運営に関する重要事項 ④

47 第３期中期目標期間



評価項目
４－１

その他業務運営に関する重要事項 ⑤

２．労働安全衛生融資貸付債権の管理（P244）

48

【障害者定着率の対全国比較】

※出典：（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構【障害者の就業状況等に関する調査研究（調査研究報告書No.137）】

平成26年度からの取組以降、
毎年６月１日現在（厚生労働大臣報
告時点）の障害者雇用率は、法定
雇用率を上回る数値を維持

当機構
データ

高障求機構
データ

当機構
データ

高障求機構
データ

96.0% 76.5% 84.9% 58.4%

3ヶ月の定着率 1年後の定着率

【障害者雇用率の推移】
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評価項目
４－１

その他業務運営に関する重要事項 ⑥

３．内部統制の充実・強化等

労災病院に対する評価の視点

５つの視点
・利用者の視点 ・質の向上の視点
・財務の視点 ・効率化の視点
・組織の成長と学習の視点

翌
年
度
目
標
の

設
定 施設別

病院協議
（目標の
修正等）

本
年
度
の
目
標

確
定

ＰＤＣＡサイクル
による業務改善

前年度ＢＳＣ
年間評価

目標達成に向けた
更なる業務改善

【1月】 【2月～3月】 【4月】 【6月】 【12月】

本
年
度

上
半
期
評
価
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評価項目
４－１

その他業務運営に関する重要事項 ⑦

４．公正で適切な業務運営に向けた取組（P250）

５．情報セキュリティ対策の推進（P253）
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